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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療剤に対するin vivoでの細胞の応答を予測する方法であって、
ａ）初発の患者のがん細胞を含み、試験治療剤に曝露された試験細胞集団を、アポトーシ
ス促進性のＢＨ３ドメインペプチドにin vitroで接触させること；
ｂ）初発の患者のがん細胞を含み、試験治療剤に暴露されていない対照細胞集団を、アポ
トーシス促進性のＢＨ３ドメインペプチドにin vitroで接触させること；
ｃ）試験細胞集団における、ＢＨ３ドメインペプチドにより誘導されるミトコンドリア外
膜の透過化の量、および、対照細胞集団における、ＢＨ３ドメインペプチドにより誘導さ
れるミトコンドリア外膜の透過化の量を測定すること；ならびに
ｄ）試験細胞集団における、ＢＨ３ドメインペプチドにより誘導されるミトコンドリア外
膜の膜透過化の量を、前記治療剤に接触させていない対照細胞集団と比較すること
を含み、対照細胞集団と比較した、試験細胞集団におけるミトコンドリア外膜透過化の上
昇が、患者のがん細胞がin vivoで試験治療剤に対して感受性があることを示す、前記方
法。
【請求項２】
　対照細胞集団と比較した、試験細胞集団におけるミトコンドリア外膜透過化の減少また
は無変化が、患者のがん細胞がin vivoで試験治療剤に対して耐性があることを示す、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　がん細胞が血液がん細胞を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　血液がん細胞が急性骨髄性白血病細胞を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　血液がん細胞が慢性骨髄性白血病細胞を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
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　血液がん細胞がびまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫細胞を含む、請求項３に記載の方法
。
【請求項７】
　血液がん細胞が多発性骨髄腫細胞を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　がん細胞が固形腫瘍細胞を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項９】
　固形腫瘍細胞が乳がん細胞を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　固形腫瘍細胞が非小細胞肺がん細胞を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　固形腫瘍細胞がメラノーマ細胞を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　固形腫瘍細胞が結腸がん細胞を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　アポトーシス促進性のＢＨ３ドメインペプチドに接触させる前に、試験細胞集団および
対照細胞集団を透過化することをさらに含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１４】
　ＢＨ３ドメインペプチドにより誘導されるミトコンドリア外膜の透過化の量が、電位差
測定用の色素の発光、または、ミトコンドリア膜間腔からの分子の放出を測定することに
よって決定される、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　試験細胞集団および対照細胞集団を、電位差測定用の色素に接触させること、または、
試験細胞集団および対照細胞集団を、シトクロムＣ、ＳＭＡＣ／Ｄｉａｂｌｏ、Ｏｍｉ、
アデニル酸キナーゼ－２またはアポトーシス誘導因子に対する抗体に接触させることをさ
らに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　電位差測定用の色素が、ＪＣ－１またはジヒドロローダミン１２３である、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　アポトーシス促進性のＢＨ３ドメインペプチドが、ＢＩＤ、ＢＩＭ、ＢＡＤ、ＮＯＸＡ
、ＰＵＭＡ、ＢＭＦまたはＨＲＫのポリペプチドのＢＨ３ドメインに由来する、請求項１
～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　アポトーシス促進性のＢＨ３ドメインペプチドが、配列番号１～１４からなる群から選
択される、請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　試験治療剤が、化学療法剤である、請求項１～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　化学療法剤が、標的化学療法剤である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　試験細胞集団および対照細胞集団を、ミトコンドリア外膜透過化を測定する前に、固定
することをさらに含む、請求項１～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　試験細胞集団および対照細胞集団を、細胞内のまたは細胞外のマーカーに対する抗体に
接触させることをさらに含む、請求項１～２１のいずれか一項に記載の方法。


	header
	written-amendment

